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千葉市では、各種制度、手続、子育て施設等に関するよくある問い合わせに対して、ＡＩ

が２４時間回答する「千葉市ＡＩチャットボット」の運用を開始しますので、お知らせしま

す。 

また、同サービスの導入に伴い、市役所コールセンターは、利用者の少ない時間帯の受け

付けを見直し、利用時間を短縮しますので、併せてお知らせします。 

 

１ ＡＩチャットボットの導入  

（１）趣旨・目的 

電話や窓口を介せず、スマートフォンで自己解決をすることへの需要が高まっている

ことから、市民の利便性向上を図るために導入するもの。 

チャット形式でＡＩが問い合わせに回答するサービスで、スマートフォンやＰＣ等か

ら２４時間利用可能。 

（２）運用開始日 

令和４年１２月１日（木）９：００ 

（３）利用方法 

市ホームページまたは市公式ＬＩＮＥアカウントの 

メニューから以下の手順で利用できます。 

 

  

  令和４年１１月２４日 
市民局市民自治推進部 
広報広聴課 
電話 ２４５－５０１３ 

   

 

「千葉市ＡＩチャットボット」（２４時間総合案内サービス）の運用を開始します 

～同サービス導入に伴い、市役所コールセンターの利用時間を変更します～ 

 

市公式 LINE QR コード 

記者発表資料 

①アイコンを選択してから 

質問したい分野を選ぶ 

選択 

②項目を選択または質問を 

入力して送信 

・届け出、証明手続き 

・子育て 

・家庭ごみ 

・その他、市の施設など 

から選択 
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２ 市役所コールセンター受付時間の変更および時間外の対応 

市役所コールセンターは、千葉市ＡＩチャットボットの導入に伴い、利用者の少ない平

日１８時以降の夜間帯および日曜日の稼働を終了します。 

なお、受付時間外については、希望者に対してＳＭＳを送信し、千葉市ＡＩチャットボ

ットやＦＡＱサイト等に誘導する自動音声応答システム（音声ガイダンス）を導入します。 

（１）受付時間変更および自動音声応答システム導入日  

令和４年１２月１日（木）  

（２）受付時間の変更 

  
平日 

（月曜～金曜日）  

土曜・祝日・休日  

・年末年始 
日曜日 

１１月３０日まで ８：３０～２１：００ 
８：３０～１７：００ 

８：３０～１７：００ 

１２月 １日から ８：３０～１８：００ 休業 

 ※１２月１日から上記の時間以外は、自動音声応答システムが対応します。  

（３）自動音声応答システムガイダンスの流れ  

 

 

 

④希望のメニューを選択 

「スマートフォンからお掛けの場合、自動チャッ

トによるご案内も可能です。ご希望の場合は、

【＊】をプッシュしてください。」 

＊プッシュ後、スマートフォン利用者のみＳＭＳ

送信 

②音声ガイダンスに従い【＊】を押す 

・AI チャットボット 

・FAQ サイト 

・新型コロナウイルス特設 

ページ 

・防災ポータルサイト 

から選択 

③ＳＭＳのリンクをクリック 

①市役所コールセンター（０４３－２４５－４８９４）へ電話 


